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衆
議
院
議
員
逢
坂
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二
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
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一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
」
と
い
う
。
）
附
属
書
�
の
日
本
国
の
表
の
留

保
事
項
十
一
に
お
い
て
、
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス
を
記
載
し
て
い
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
は
、
投
資
に
関
し
て
は
、
第
九
・
十
二
条

（
適
合
し
な
い
措
置
）
�
に
お
い
て
、
「
第
九
・
四
条
（
内
国
民
待
遇
）
、
第
九
・
五
条
（
最
恵
国
待
遇
）
、
第
九
・
十
条

（
特
定
措
置
の
履
行
要
求
）
及
び
前
条
（
経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
）
の
規
定
は
、
締
約
国
が
附
属
書
�
の
自
国
の
表
に
記

載
す
る
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
に
関
し
て
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
」
と
規
定
し
て

お
り
、
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
し
て
は
、
第
十
・
七
条
（
適
合
し
な
い
措
置
）
�
に
お
い
て
、
「
第
十
・
三

条
（
内
国
民
待
遇
）
、
第
十
・
四
条
（
最
恵
国
待
遇
）
、
第
十
・
五
条
（
市
場
ア
ク
セ
ス
）
及
び
前
条
（
現
地
に
お
け
る
拠

点
）
の
規
定
は
、
附
属
書
�
の
自
国
の
表
に
記
載
す
る
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
に
関
し
て
締
約
国
が
採
用
し
、
又
は
維
持

す
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
投
資
に
関
し
、
内
国
民
待
遇
、
最
恵
国
待
遇
、
特
定
措
置

一



の
履
行
要
求
並
び
に
経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
に
関
連
す
る
義
務
は
、
我
が
国
が
現
在
又
は
将
来
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る

措
置
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ず
、
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
し
、
内
国
民
待
遇
、
最
恵
国
待
遇
、
市
場
ア
ク
セ
ス
及
び
現

地
に
お
け
る
拠
点
に
関
連
す
る
義
務
は
、
我
が
国
が
現
在
又
は
将
来
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
措
置
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な

い
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
政
府
の
作
成
し
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
認
証
謄
本
に
目
次
及
び
索
引
が
な

い
た
め
、
従
来
の
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
日
本
語
訳
の
作
成
方
法
を
踏
襲
し
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
日
本
語
訳
の
作
成
に
当

た
っ
て
も
目
次
及
び
索
引
を
付
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
説
明
書
」
の

作
成
に
当
た
っ
て
も
、
従
来
の
国
会
に
提
出
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
説
明
書
の
作
成
方
法
を
踏
襲
し
た
。

ま
た
、
政
府
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
内
容
に
関
す
る
情
報
は
全
て
公
開
し
、
説
明
会
や
国
会
等
の
場
で
詳
細
な
説
明
を
行
っ

て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
関
連
資
料
を
政
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
等
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
に
努
め
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
政
府
の
姿
勢
は
不
誠
実
で
は
な
い
か
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。
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